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改
革
プ
ラ
ン
作
成
の
背
景

　

近
年
、
多
く
の
公
立
病
院
で
は
経

営
状
況
が
悪
化
し
、
医
師
不
足
に
伴

い
診
療
体
制
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
な
ど
、
そ
の
経
営
環
境
や
地
域

へ
の
医
療
提
供
体
制
の
維
持
が
困
難

な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
様
な
背
景
の
も
と
、
国
は
公

立
病
院
が
今
後
と
も
地
域
に
お
い
て

必
要
な
医
療
を
安
定
的
か
つ
継
続
的

に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
抜
本
的

な
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
全

国
の
自
治
体
病
院
に
対
し「
公
立
病

院
改
革
プ
ラ
ン
」の
策
定
を
求
め
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
で
も
、

全
国
の
自
治
体
病
院
と
同
様
に
常
勤

医
師
の
減
少
等
に
よ
り
病
院
収
入
が

落
ち
込
む
な
ど
厳
し
い
経
営
状
況
が

続
き
、
緊
急
に
経
営
改
善
を
図
る
た

め
の
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
な
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
安
定
し
た
病
院
経
営

の
継
続
や
質
の
高
い
地
域
医
療
確
保

の
た
め
公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院

改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
必
要
と
す

る
具
体
的
な
病
院
改
革
に
つ
い
て
定

め
、
計
画
的
か
つ
迅
速
に
実
行
し
て

い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

公
立
病
院
の
役
割
と
今
後
の

あ
る
べ
き
姿

　

本
病
院
が
公
立
病
院
と
し
て
果
た

し
て
い
く
べ
き
役
割
は
、
入
院
機
能

を
生
か
し
、
高
度
・
先
進
医
療
を
担

う
大
規
模
病
院
と
自
宅
ま
た
は
各
種

老
人
福
祉
施
設
等
を
つ
な
ぐ
架
け
橋

的
な
役
割
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
に
あ
ま
り
な
い
診
療

科
目（
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
小
児
科
、

整
形
外
科
、
透
析
医
療
な
ど
）、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
市
町
村
等
と

の
連
携
に
よ
る
高
齢
者
福
祉
、
予
防

医
療
の
充
実
で
す
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
各
種
サ
ー
ビ
ス
が

病
院
の
健
全
運
営
の
も
と
提
供
で
き

る
よ
う
、
経
営
の
改
善
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

方
す
べ
て
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

　

届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受
け

取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

表
に
記
載
し
て
あ
る
よ
う
な
と

き
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
忘
れ

ず
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

届
出
が
必
要
に
な
っ
た
方
は
、

必
要
な
書
類
を
あ
ら
か
じ
め
市
町

村
や
勤
務
先
な
ど
で
確
認
の
上
、

14
日
以
内
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

郡
山
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
２
４
ー
９
３
２
ー
３
４
８
０

　

町
民
生
活
課

　

☎
７
２
ー
６
９
３
３

国国
民民
年年
金金
ココ

－－

ナナ

－－
こ
ん
な
時
に
は
、
こ
ん
な
手
続
を

国民年金加入者の方
こんなとき 届出先 必要なもの

20歳になったとき（※厚生年金・共済組合
の加入者と被扶養配偶者は除く） 市区町村 印かん

厚生年金・共済組合に加入したとき 勤務先 本人・配偶者の年金手帳、印かん

厚生年金・共済組合の加入をやめたとき 市区町村 本人・配偶者の年金手帳、退職
年月日が分かる書類、印かん

配偶者（第２号被保険者）に扶養されなくなったと
き（※離別や死別をしたときや収入が増えたとき） 市区町村 年金手帳、扶養からはずれた

年月日が分かる書類、印かん
住所、氏名が変
わったとき

第１号被保険者 市区町村 年金手帳、印かん
第２号、第３号被保険者 勤務先 勤務先にお問い合わせください

年金手帳がなくなってしまったとき
市区町村
勤務先

社会保険事務所

基礎年金番号が分かる書類、
身分証明書（※本人以外の
方が届ける場合は委任状）

年金を受けている方
こんなとき 提出書類 こんなとき 提出書類

誕生月がきたとき 年金受給権者現況届等※ 年金の受け取り先
を変えるとき

年金受給権者支払
機関変更届

氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変
更届

年金を受けている人
が亡くなったとき

年金受給権者死亡
届

住所を変えたとき 年金受給権者住所変
更届

年金証書をなくし
たとき

年金証書再交付申
請書

※次の届の提出が必要な場合以外
3 3

は、原則として「現況届」の提出は不要
3 3

となります。
１．住民基本台帳ネットワークを活用した現況確認が行えない方は、『現況届』
２．加給年金を受けられている場合は『生計維持確認届』
３．障がいの程度の確認のために『診断書』
●提出が必要な届出は、社会保険業務センターから受給者の方々へ送付されます。

安定した病院経営のため
　　病院改革プランを定めました
　　　　　　　　　　　公立小野町地方綜合病院


